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仙
台
市
を
は
じ
め
、
全
国
各
地
で
戸

籍
届
書
の
偽
造
事
件
が
発
生
し
、
被
害

者
が
大
き
な
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
ば

か
り
か
、
戸
籍
に
対
す
る
市
民
の
方
々

の
不
安
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、事
件
の
再
発
を
防
止
し
、

戸
籍
制
度
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る

た
め
、
平
成
15
年
度
中
に
全
国
す
べ
て

の
自
治
体
で
、
下
記
の
戸
籍
の
届
書
を

持
参
さ
れ
た
方
に
身
分
証
明
書
を
提
示

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

白
石
市
な
ど
仙
南
２
市
７
町
で
は
、

７
月
１
日
か
ら
実
施
い
た
し
ま
す
の

で
、
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

【
身
分
証
明
書
の
必
要
な
届
書
】

・
婚
姻
届

・
離
婚
届

・
養
子
縁
組
届
・
養
子
離
縁
届

【
身
分
証
明
書
に
つ
い
て
】

運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
、

顔
写
真
の
貼
付
さ
れ
て
い
る
官
公
署
発

行
の
身
分
証
明
書
を
持
参
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
記
の
身
分
証
明
書
を
持
っ

て
い
な
い
方
で
も
、
届
け
出
は
で
き
ま

す
の
で
、窓
口
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

（
本
人
確
認
の
で
き
な
か
っ
た
届
出
人

に
対
し
て
は
直
接
郵
送
に
て
「
お
知
ら

せ
」
を
送
付
し
ま
す
）

M
市
民
課
　
0
２
２
―
１
３
１
２

農
業
の
「
所
得
標
準
」
に
よ
る
申
告

は
平
成
14
年
分
ま
で
で
廃
止
さ
れ
、
平

成
15
年
分
の
申
告
か
ら
は
、
原
則
収
支

計
算
（
実
際
の
収
入
金
額
か
ら
必
要
経

費
を
差
し
引
き
、
所
得
を
算
出
す
る
）

に
よ
る
申
告
と
な
り
ま
す
。

収
支
計
算
に
よ
る
申
告
を
行
う
た
め

に
は
、
ご
自
分
の
収
入
金
額
や
必
要
経

費
に
係
る
記
帳
と
、
出
荷
伝
票
や
領
収

書
な
ど
の
保
存
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

来
年
の
申
告
か
ら
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る

よ
う
、早
め
に
準
備
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

■
収
支
計
算
が
で
き
な
い
農
家
の
方

「
農
業
所
得
簡
易
計
算
」
に
よ
る
計

算
方
法
が
新
設
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

水
稲
作
付
面
積
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の

農
家
の
方
の
み
（
自
家
用
畑
の
作
付
が

あ
る
場
合
を
含
み
ま
す
）
が
適
用
対
象

で
す
。

■
野
菜
・
果
樹
・
花
き
な
ど
を
出
荷
し

て
い
る
方

簡
易
計
算
は
使
用
で
き
ず
、
す
べ
て

の
農
作
物
に
つ
い
て
、
収
支
計
算
に
よ

る
申
告
と
な
り
ま
す
。

有
機
栽
培
や
無
農
薬
栽
培
な
ど
の
特

殊
な
方
法
に
よ
り
栽
培
す
る
方
や
、
大

農
具
な
ど
を
多
く
所
有
し
て
必
要
経
費

が
収
入
金
額
を
上
回
る
よ
う
な
農
家
の

方
も
、
収
支
計
算
に
よ
る
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

税
務
署
・
市
で
は
、
確
定
申
告
の
相

談
・
収
支
計
算
の
指
導
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

M
大
河
原
税
務
署
　

0
０
２
２
４
―
５
２
―
２
２
９
４

税
務
課
市
民
税
係
0
２
２
―
１
３
１
３
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〈
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
制
度
〉

国
保
税
は
、
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、

均
等
割
額
（
一
人
当
た
り
の
額
）
お
よ

び
平
等
割
額
（
一
世
帯
当
た
り
の
額
）、

の
合
計
額
が
一
年
間
に
納
め
る
税
額
に

な
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
均
等
割
額
と

平
等
割
額
が
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま

す
。な

お
、
軽
減
の
基
準
に
つ
い
て
は
、

世
帯
内
の
前
年
中
の
所
得
額
が
一
定
以

下（
国
の
示
す
基
準
額
以
下〈
表
参
照
〉）

の
場
合
に
な
り
ま
す
。

■「
２
割
軽
減
」
は
申
請
が
必
要
で
す

２
割
軽
減
に
つ
い
て
は
、
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
。（
７
割
・
５
割
の
軽

減
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
申

請
は
不
要
で
す
）
２
割
軽
減
の
対
象
と

な
る
方
に
は
、
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
期
限
ま
で
に
提
出
く
だ
さ
い
。

●
申
請
受
付
期
間
（
期
間
厳
守
）

７
月
15
日（
火
）〜
７
月
31
日（
木
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

●
受
付
場
所
　
市
庁
舎
１
階
税
務
課

※
な
お
、
軽
減
制
度
は
、
い
ず
れ
も
所

得
の
申
告
を
し
て
い
る
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

M
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

0
２
２
―
１
３
１
３

住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
の
方
は
、

入
院
時
の
食
事
代
や
自
己
負
担
が
減
額

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

該
当
す
る
方
は
、
市
保
険
課
（
健
康

セ
ン
タ
ー
内
）
で
申
請
し
、「
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

も
、
有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
８
月
以
降
も

必
要
な
方
は
、
改
め
て
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
８
月
中
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
申
請
に
必
要
な
も
の
》

・
保
険
証

・
老
人
医
療
受
給
者
証

（
老
人
保
健
対
象
者
の
み
）

・
印
鑑

M
保
険
課
国
民
健
康
保
険
係
・

老
人
保
健
係
　
0
２
２
―
１
３
６
１

自
営
業
者
、
農
林
漁
業
従
事
者
な
ど

の
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
は
、

ご
自
分
で
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
所
得
の
減
少
や
失
業
な
ど

で
、
経
済
的
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
難
し
い
場
合
に
は
、「
保
険
料
免
除

制
度(

全
額
・
半
額
）」
が
あ
り
ま
す
。

全
額
免
除

保
険
料
の
全
額(

月
額
１

３
、
３
０
０
円)

を
免
除
し
ま
す
。

半
額
免
除

保
険
料
の
半
額（
月
額
６
、

６
５
０
円
）
を
免
除
し
ま
す
。

■「
未
納
」と「
免
除
」で
は
大
違
い
！

■
手
続
き
は
簡
単
！
お
早
め
に

市
民
課
国
民
年
金
相
談
係
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
社
会
保
険

事
務
所
で
審
査
し
結
果
を
通
知
し
ま

す
。
承
認
さ
れ
る
と
、
申
請
し
た
月
の

前
月
か
ら
平
成
16
年
６
月
ま
で
の
保
険

料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

①
印
鑑
（
本
人
署
名
の
場
合
は
不
要
）

②
平
成
15
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ

れ
た
場
合
は
、
前
年
の
所
得
を
証
明
す

る
も
の

③
失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
と
き
は
、

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
証
」
の
写
し
な

ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

＊
申
請
免
除
は
、本
人
お
よ
び
配
偶
者
、

世
帯
主
の
所
得
が
基
準
と
な
り
ま
す
。

１
人
で
も
無
申
告
の
場
合
に
は
申
請
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

■
年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
）
は

一
生
涯
使
用
し
ま
す

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に
加
入
す
る

と
年
金
手
帳
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
基
礎
年
金

番
号
は
、
加
入
記
録
な
ど
を
管
理
す
る

た
め
の
も
の
で
、
一
生
涯
変
わ
ら
ず
使

用
す
る
番
号
で
す
。
就
職
、
結
婚
、
退

職
と
い
っ
た
節
目
の
届
け
出
や
、
年
金

に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
の
際
も
、
同
じ

番
号
を
使
い
ま
す
。

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険
の
加
入

状
況
を
記
録
す
る
欄
も
あ
り
、
就
職
、

退
職
な
ど
の
記
録
を
ご
自
分
で
年
金
手

帳
に
記
入
し
て
お
く
と
、
年
金
の
相
談

や
請
求
の
際
に
役
立
ち
ま
す
。

あ
な
た
の
年
金
を
守
る
鍵
、「
年
金

手
帳
」を
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
〉

0

０
２
２
４
―
５
１
―
３
１
１
１

M
市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
２
２
―
１
３
１
２

　は問い合わせ先です 

Inform
ation

Living
国
民
健
康
保
険
税
の

２
割
軽
減
の
申
請
に
つ
い
て

７
月
１
日
か
ら
婚
姻
や
養
子
縁
組
な
ど
の

戸
籍
届
出
に
身
分
証
明
書
が
必
要
で
す

農
業
所
得
の
申
告
は
、
原
則
「
収
支
計
算
」

に
よ
る
申
告
に
な
り
ま
す

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
に
土

地
、
家
屋
、
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い

る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

家
屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
壊

し
た
場
合
（
登
記
の
有
無
は
問
い
ま
せ

ん
）
や
、
売
買
や
相
続
な
ど
に
よ
り
、

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
に
変
更
が
生
じ

た
と
き
は
、
税
務
課
へ
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

■
建
物
を
取
り
壊
し
た
時

家
屋
取
壊
届
を
提
出

■
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た

時未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
届
を
提
出

ま
た
、
店
舗
を
住
宅
や
倉
庫
に
、
ま

た
は
そ
の
逆
な
ど
、
建
物
の
用
途
を
変

更
し
た
と
き
。
住
宅
用
地
か
ら
駐
車
場

に
、
ま
た
は
そ
の
逆
な
ど
、
土
地
の
利

用
形
態
を
変
更
し
た
と
き
も
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

M
税
務
課
固
定
資
産
税
係

0
２
２
―
１
３
１
３

大
丈
夫
で
す
か
？
あ
な
た
の
老
後

〜
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜

家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
は

税
務
課
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
・
老
人
保
健

か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の「
免
除
申
請
」は
お
早
め
に

市
で
は
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
の

心
身
機
能
訓
練
や
社
会
参
加
を
促
進

し
、
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
、
ス
ポ

ー
ツ
施
設
利
用
料
金
の
一
部
を
助
成
す

る
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
利
用
で
き
る
方

次
の
手
帳
・
証
書
な
ど
を
持
っ
て
い

る
方
本
人
と
介
助
者
の
方
１
名

・
身
体
障
害
者
手
帳

・
療
育
手
帳

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
証

・
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

■
対
象
施
設

・
益
岡
公
園
、
白
石
川
緑
地
、
岩
崎
公

園
の
庭
球
場
な
ど
の
体
育
施
設

・
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

・
ス
パ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
し
ろ
い
し

・
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ

・
み
や
ぎ
蔵
王
白
石
ス
キ
ー
場

■
助
成
額

対
象
施
設
ご
と
に
週
２
回

を
限
度
と
し
て
使
用
料
の
半
額
を
助
成

し
ま
す
。た
だ
し
、１
日
以
内
を
単
位
と

す
る
も
の
に
限
り
ま
す（
個
人
会
員
券
、

市
民
会
員
券
、シ
ー
ズ
ン
券
は
対
象
外
）。

■
利
用
方
法

各
施
設
の
窓
口
で
手
帳

ま
た
は
証
書
な
ど
を
提
示
し
、
介
助
人

も
含
め
た
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
利
用
助
成

券
の
交
付
を
受
け
、
使
用
料
か
ら
助
成

額
を
差
し
引
い
た
額
を
納
付
く
だ
さ
い
。

M
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
助
成
事
業
を

利
用
し
ま
し
ょ
う

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎

年
６
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。（
こ
の
現
況
届
を
提
出

し
な
い
と
、
引
き
続
き
児
童
手
当
を
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
）

ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
方
は
、
大
至

急
、
市
民
課
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
該
当
す
る
方
に
は
、
６
月
初

旬
ご
ろ
に
現
況
届
用
紙
を
送
付
し
て
い

ま
す
。

M
市
民
課
総
務
係
0
２
２
―
１
３
１
２

児
童
手
当
現
況
届
の

提
出
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

軽減の基準 

軽減割合 

７割軽減 

５割軽減 

２割軽減 

申請不要 

〃 

申請必要 

国の示す軽減基準額など 

納税義務者および国保加入者の前年 

中の合計所得額が、33万円以下 

　〃    33万円＋（24万5千円×納税義 

務者を除く被保険者数）以下 

　〃  33万円＋（35万円×被保険者数） 

以下 

老齢･障害･遺 
族基礎年金受 
給資格期間 

老齢基礎年 
金額を計算 
する期間 

未納 入りません 

入ります 

入ります 

入ります 

入りません 

３分の１と 
して計算 

３分の２と 
して計算 

入ります 

全額 
免除 

半額 
免除 

納付済 

５
月
末
、
小
原
下
戸
沢
地
区
の
八

島
信
夫
さ
ん
方
で
、
鉢
植
え
の
乙
女

ユ
リ
が
１
株
か
ら
57
組
も
の
か
れ
ん

な
ピ
ン
ク
の
花
を
付
け
ま
し
た
。

例
年
な
ら
数
組
し
か
咲
か
な
い
と

の
こ
と
。栽
培
し
て
十
数
年
、こ
れ
ほ
ど

咲
い
た
の
は
初
め
て
と
の
こ
と
で
す
。


